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【Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組－⑩】 

⑩ 認知症ケア加算の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

認知症患者に対する身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直すとともに、認知症患者に対するア
セスメントにおいてせん妄の識別も必要であることを踏まえ、認知症ケ
ア加算の要件及び評価並びにせん妄ハイリスク患者ケア加算の要件を見
直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施
した日の点数をそれぞれ見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【認知症ケア加算】 

１ 認知症ケア加算１ 

イ 14日以内の期間     180点                 

ロ 15日以上の期間      34点                       

２ 認知症ケア加算２ 

イ 14日以内の期間        112点                    

ロ 15日以上の期間        28点                      

３ 認知症ケア加算３ 

イ 14日以内の期間         44点                       

ロ 15日以上の期間         10点 

［算定要件］                       

注２ 身体的拘束を実施した日は、

所定点数の100分の40に相当する

点数により算定する。 

【認知症ケア加算】 

１ 認知症ケア加算１ 

イ 14日以内の期間    160点                 

ロ 15日以上の期間     30点                       

２ 認知症ケア加算２ 

イ 14日以内の期間        100点                    

ロ 15日以上の期間         25点                      

３ 認知症ケア加算３ 

イ 14日以内の期間         40点                       

ロ 15日以上の期間         10点                       

［算定要件］ 

注２ 身体的拘束を実施した日は、

所定点数の100分の60に相当する

点数により算定する。 

 
２．認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリ

スク因子の確認及びせん妄対策を含めるとともに、認知症ケア加算を
算定した場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とする。 

 

改 定 案 現   行 

【認知症ケア加算】 

［算定要件］ 

【認知症ケア加算】 

［算定要件］ 
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注１ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関に入院している患者

（第１節の入院基本料（特別入

院基本料等を除く。）又は第３

節の特定入院料のうち、認知症

ケア加算を算定できるものを現

に算定している患者に限る。）

であって別に厚生労働大臣が定

めるものに対して必要なケアを

行った場合に、当該基準に係る

区分に従い、当該患者が入院し

た日から起算し、当該患者の入

院期間に応じ、それぞれ所定点

数に加算する。この場合におい

て、区分番号Ａ２３０－４に掲

げる精神科リエゾンチーム加算

（認知症ケア加算１を算定する

場合に限る。）又は区分番号Ａ

２４７－２に掲げるせん妄ハイ

リスク患者ケア加算は別に算定

できない。 

 

(5) 認知症ケア加算１ 

イ 当該患者を診療する医師、看

護師等は、認知症ケアチームと

連携し、病棟職員全体で以下の

対応に取り組む必要がある。 

① 当該患者の入院前の生活状

況等を情報収集し、その情報

を踏まえたアセスメントを行

い、看護計画を作成する。そ

の際、行動・心理症状がみら

れる場合には、その要因をア

セスメントし、症状の軽減を

図るための適切な環境調整や

患者とのコミュニケーション

の方法等について検討する。

また、せん妄のリスク因子の

確認を行い、ハイリスク患者

に対するせん妄対策を併せて

実施すること。せん妄のリス

注１ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関に入院している患者

（第１節の入院基本料（特別入

院基本料等を除く。）又は第３

節の特定入院料のうち、認知症

ケア加算を算定できるものを現

に算定している患者に限る。）

であって別に厚生労働大臣が定

めるものに対して必要なケアを

行った場合に、当該基準に係る

区分に従い、当該患者が入院し

た日から起算し、当該患者の入

院期間に応じ、それぞれ所定点

数に加算する。ただし、認知症

ケア加算１を算定する場合は、

区分番号Ａ２３０－４に掲げる

精神科リエゾンチーム加算は別

に算定できない。 

 

 

 

 

(5) 認知症ケア加算１ 

イ 当該患者を診療する医師、看

護師等は、認知症ケアチームと

連携し、病棟職員全体で以下の

対応に取り組む必要がある。 

① 当該患者の入院前の生活状

況等を情報収集し、その情報

を踏まえたアセスメントを行

い、看護計画を作成する。そ

の際、行動・心理症状がみら

れる場合には、その要因をア

セスメントし、症状の軽減を

図るための適切な環境調整や

患者とのコミュニケーション

の方法等について検討する。 
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ク因子の確認及びハイリスク

患者に対するせん妄対策の取

扱いについては、区分番号

「Ａ２４７－２」せん妄ハイ

リスク患者ケア加算の例によ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

１ 認知症ケア加算１の施設基準 

(1) 当該保険医療機関内に、以下

から構成される認知症ケアに係

るチーム（以下「認知症ケアチ

ーム」という。）が設置されてい

ること。このうち、イに掲げる

看護師については、原則週 16 時

間以上、認知症ケアチームの業

務に従事すること。なお、認知

症ケアチームは、身体的拘束最

小化チームを兼ねることは差し

支えない。 

ア～ウ （略） 

(2)～(4) （略） 

(5) 認知症ケアチームは、以下の

業務を行うこと。 

ア～ウ（略） 

エ せん妄のリスク因子の確認

のためのチェックリスト及び

せん妄のハイリスク患者に対

するせん妄対策のためのチェ

ックリストを作成しているこ

と。 

オ チームにより、認知症患者

に関わる職員を対象として、

認知症患者のケアに関する研

修を定期的に実施すること。 

(6)・(7) （略）  

 

※ 認知症ケア加算２及び認知症ケ

ア加算３も同様。 

 

［経過措置］ 

令和６年３月31日時点で認知症ケ

ア加算に係る届出を行っている保険

［施設基準］ 

１ 認知症ケア加算１の施設基準 

(1) 当該保険医療機関内に、以下

から構成される認知症ケアに係

るチーム（以下「認知症ケアチ

ーム」という。）が設置されて

いること。このうち、イに掲げ

る看護師については、原則週16

時間以上、認知症ケアチームの

業務に従事すること。 

 

 

 

ア～ウ （略） 

(2)～(4) （略） 

(5) 認知症ケアチームは、以下の

業務を行うこと。 

ア～ウ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

エ チームにより、認知症患者

に関わる職員を対象として、

認知症患者のケアに関する研

修を定期的に実施すること。 

(6)・(7) （略）  

 

 

 

 

［経過措置］ 
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医療機関については、令和６年９月

30日までの間、１の(5)のエ、２の

(6)及び３の(2)の基準を満たしてい

るものとみなす。 

 

 




